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　人口減少や食の多様化などにより、主食用米の消費量は全国で年間約10万トンも減少しています。
　生産量が消費量を上回り在庫量が増えると、米価の下落を招きます。米価安定のためには、これまで飼料
用米に取り組んでいなかった方の協力が必要です。

◦�国や県、町の助成によって、米価に左右されない安定した収入が見込めます。（主食用米では米価が下
落すると収入が減少します）
◦米の需給バランスが保たれ、米価の維持につながります。

　国、県の支援策など、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問合せ●産業経済課農業振興係　�☎76-5404

飼料用米に取り組みましょう！

■主食用米を減らして、飼料用米を栽培すると、どうなるの？

年々
作付面積が
増えています

■多古町の飼料用米
　作付面積

区　分 実施人数 作付面積（㎡）
令和2年度 6 123,466
令和 3年度 21 374,908
令和 4年度 28 594,416

子
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て

場　　所●保健福祉センター
受付時間●個別にお知らせします。

■健診

乳児健診 �
2 月 8日（水）
対象●令和4年 3月〜 4月生まれの乳児と
　　　未実施者

3歳児健診 �
2 月 17日（金）
対象●�令和元年 9月〜 10月生まれの幼児と

未実施者

1歳 6カ月児健診 �
2 月 10日（金）
対象●令和3年 6月〜 8月生まれの幼児と
　　　未実施者

お問合せ●保健福祉課健康づくり係

　　　　　☎76-3185

令和 5 年度 学童保育所の入所受け付けを行います

学童保育所の支援員を募集します
 マイナポイントの申請はお済みですか？ 

学童保育所からのお知らせ

対象児童●保護者が働いているなど、放課後の保育ができない小学校新1年生〜6年生
申請書類●子育て支援課で配布（町ホームページから印刷できます）
　　　　　※新1年生は、各小学校の入学前説明会で配布します。
　　　　　　令和4年度に利用されていた方も、新たに申請が必要です。
保 育 料●月額7,000円（8月は 10,000円）　※別途、傷害保険料が掛かります。
申請受付● 2月 1日（水）〜 17日（金）【土・日曜日・祝日を除く】　
　　　　　午前8時 30分〜午後5時 15分
　　　　　※郵送での提出も可能です。
　　　　　　（〒289-2292 多古町多古584番地 多古町子育て支援課宛て）
説 明 会● �3月中旬予定。説明会の案内は申請受け付け後に入所決定通知書と一緒に送付します。

なお、新型コロナウイルス感染症防止のため、参加対象は、新1年生または 4月か
ら新たに利用される児童の保護者のみとさせていただきます。

募集人数●若干名（70歳未満）
賃　　金●時給1,150円以上
勤務日数●月〜土曜日　シフト制（週3日以上）
勤務時間●平日登校日：下校時〜午後7時
　　　　　土曜日または長期休暇：①午前7時 30分〜午後1時　②午後1時〜 7時
提出書類●履歴書（写真添付）
　　　　　保育士や教諭、社会福祉士などの資格がある方は、証明書類の写し（免許状など）
選考方法●面接（多古町社会福祉協議会で実施）　※日程は後日通知します。

申込・お問合せ●子育て支援課こども係　☎76-5412

提出先・お問合せ●多古町社会福祉協議会（〒289-2241 多古町多古777-1）　☎76-5940

申請書類はこちら

お問合せ●住民課住民係　☎76-5401

　申請済みで、お手元にハガキが届いている方は、休日および夜間にもマイナンバーカードを受け取ること

ができます。なお、夜間・休日窓口は混雑を避けるため、事前の電話予約制とさせていただきます。

●予約
【予 約 方 法】　住民課住民係へ電話予約
【予約受付時間】　平日�午前 8時 30分〜午後5時 15分
※交付手続きに必要なものは、個人ごとに異なりますので、
　予約時にご説明します。
※予約受付人数に限りがありますので、お早めにご予約ください。

●窓口開設日時

開設日 開設時間 予約受付期限
2月 9日（木）� 午後 5時 30分〜７時30分 2月 9日（木）正午まで
2月 24日（金） 午後5時 30分〜７時30分 2月 24日（金）正午まで
2月 26日（日） 午前9時〜午後5時 2月 24日（金）午後5時 15分まで

～役場でマイナポイントの申し込みができます！～
　マイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用する申し込みや公金受取口座の登録を行うと、
キャッシュレス決済サービスに最大20,000円分のポイントが付与されます。
※令和5年 2月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象です。
場　　所●役場１階　住民課
受付時間●午前8時 30分〜午後5時 15分（土・日曜日・祝日を除く）
必要な物●①マイナンバーカード　②マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁）
　　　　　③マイナポイントを付与する決済サービス（ICカードや専用アプリなど）
　　　　　④公金受取口座を登録する場合、口座番号などが分かるもの（通帳など）

お問合せ●産業経済課経済振興係　☎76-5404

詳しくはこちら

マイナンバーカードが夜間・休日にも受け取れます！

子どもの健診


